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研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第１９１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１７年１０月３１日（火）

「
医
療
３
単
産
（
医
労
連
・
自
治
労
連
・
全
大
教
）」
が
署
名
提
起

厚生労働省が

詳細は下記サイトで。

　
厚
生
労
働
省
は
、
こ
の
年
９

月
と
10
月
に
、
対
象
と
な
る

労
働
者
に
対
す
る
無
期
転
換

ル
ー
ル
を
周
知
し
、
事
業
所
に

導
入
を
う
な
が
す
た
め
「
無
期

転
換
ル
ー
ル
取
組
促
進
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　「
事
業
主
が
、無
期
転
換
ル
ー

ル
の
適
用
を
避
け
る
た
め
、
無

期
転
換
申
込
権
発
生
前
に
有

期
契
約
労
働
者
を
雇
止
め
す

る
こ
と
は
、（
法
律
）
に
照
ら

し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な

い
」
と
す
る
の
が
趣
旨
で
す
。

さ
っ
そ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/0000175863.html

さ
っ
そ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う

厚
労
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

夜
勤
交
代
制
労
働
の
改
善
を

　「
い
い
看
護
・
介
護
が
し
た
い
」

―
―
①
１
日
８
時
間
以
内
を
基
本

に
、
労
働
時
間
の
上
限
規
制
や
勤

務
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
確
保
、
夜

勤
回
数
の
制
限
な
ど
の
環
境
改
善
、

②
夜
勤
交
代
制
の
労
働
時
間
の
短

縮
、
③
介
護
施
設
等
の
１
人
夜
勤

の
解
消
を
求
め
た
署
名
が
提
起
さ

れ
ま
し
た
。

＊
中
間
集
約
11
月
10
日
、
最
終
集

約
２
月
末
。
署
名
用
紙
を
回
し
ま

す
。
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

実施中です!!



２０１７年１０月３１日（火）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１９１号　（２）

非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

＊全大教は、文科省から国立大学法人への天下り問題につき上記の声明を発しました。前号に続きその後半を本号で紹介します。

文部科学省天下り事件の徹底的な再発防止とともに、
教育・学術の自主・自律を本旨とした大学行政の再出発を求める（声明）…下…

２．自主的・自律的な国立大学法人運営は、それを支えるスタッフの人事の自立から

～文科省は国立大学法人への大量現役出向の抜本的見直しを～

　現在、国立大学法人等（大学共同利用機関法人を含め90法人）には、法人の常勤役員（理事等）、幹部事務職員（事務局長、

部課長等）などとして多数の文部科学省職員出身者が在職している。このうち常勤役員については、国立大学法人化初年

度に2004年度には66人（516人中）であったが、直近の調査結果（2016年度）では82人（519人中）と、人数、比率と

もに増加している。幹部事務職員については公式の公表資料はないが、国立大学法人全体で約600人（このうち、文科省

から直接国立大学法人等に出向した者が約250人、文科省から出向後、法人等の間で出向を繰り返している者が約350人）

とする資料があり、国立大学が文部科学省の機関であった時代とほぼ変わらない規模のまま維持されている。

　これらは国家公務員法上の「現役出向」制度によっており、退職後の天下りのような規制の対象とはなっていない。しかし、

上記のような大規模な出向人事は、次に述べるような点で、出向先での「職務経験を公務に生かす」という現役出向制度

の趣旨を逸脱しており、また国立大学法人の自主・自律を妨げるものである。

　2004年の国立大学法人化以前には、文部科学省が国立大学の事務局の管理職の任命権を持ち、それらのポストの多数を

文部科学省本省職員をもって充てる「異動官職制度」が行われてきた。これは、特に中高年ノンキャリア職員の処遇を他

省庁並みかそれ以上に高め、士気を維持するための措置ともいわれてきた。法人化によって各法人の役職員の人事権は独

立することとなったが、各法人の学長の要請に基づく現役出向という形に名を変えて、異動官職制度とほぼ同様の実態が

温存されている。

　文科省から国立大学法人等への現役出向の人数規模は極めて大きく、文科省の職員人事システム自体が、国立大学法人

等への現役出向の存在に依存する形となっている。このことが、今回発覚した違法な再就職あっせん案件に国立大学法人

に現役出向中の職員の退職後の再就職先確保に係るものが含まれていたことに象徴されるように、組織的な違法天下り事

件の発生に少なからぬ影響を与えた可能性も否定できない。先に挙げた文科省の有識者検討会では検討課題として「硬直

化した人事慣行や組織運営の見直し」が挙げられていた。その検討にあたっては、こうした文科省における現役出向の濫

用的な運用の見直しも当然行われるべきであったが、全く検討されていないことは遺憾である。

　文科省から国立大学法人等の役員・幹部事務職員への大量現役出向は、国立大学法人に本来求められる自主的・自律的

な運営の確立の上でも悪影響をもたらしている。

　国立大学法人法は、学長に法人経営・大学運営全般にわたる広範な権限を付与した。2014年の学校教育法等の改正によっ

て、学長の権限はさらに強化された。このように強大化した学長権限が学問の自由、大学自治に合致するよう適切に行使さ

れるためには、教育研究評議会、教授会等の役割とならんで事務組織の役割が重要である。

　しかし、現状ではほとんどの国立大学法人で文科省現役出向者が人事、財務等の担当理事と事務局長を兼務して事務組

織全体を統括しているほか、主要な部課長ポストも現役出向者が占めることが多い。こうした実態は、国立大学法人が法人

化の本来の趣旨・目的にかかわらず、交付金・補助金の獲得、法人運営に対する評価などの点で文科省からのむしろ法人

化前以上ともいえる拘束を受けている実情と密接に関連し、相互に補強し合うものとなっている。

　また、現状の大規模な現役出向は、各国立大学法人で採用された職員が現場で得た知識・経験を活かして各法人の運営

上責任あるポストにつくことを阻害する要因のひとつとなっている。そのことによって、大学が自ら採用・育成し、教育研

究の現場を知る事務職員が、教員をはじめ多様な職種との協働によって自主的・自律的な大学運営を充実させていくこと

が困難になっている。更には、現役出向者が出向期間中のさまざまな事案に対して、自らの責任を回避したいがための「ロー

カルルール」が設けられ、会計処理など非効率な事務遂行が行われるなど、現場の実情を軽視した組織運営がなされがち

になる問題も指摘されている。

　今回の文科省の天下り事件は、文科省と国立大学を含む大学との関係の在り方だけでなく、文科省と大学双方の職員人

事の在り方をも見直す契機とすべきものである。国立大学法人化の趣旨を踏まえず、法人化以前の出先機関的な人事運用

を温存してきた現在の「現役出向」の在り方を抜本的に見直すことを求めるとともに、各国立大学法人及び国立大学協会が、

各大学の教職員の意向を十分に聴取しながら、自主的な大学運営を支える事務職員のキャリアパスの確立を早急に実現す

ることを求める。

以　上


